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陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号      －  仕 様 書 番 号  

油分離槽清掃作業役務 

３－４  

防衛大臣承認 令和  年  月  日 

作 成 令和 ２年１１月１１日 

変 更 令和  年  月  日 

作成部隊等名 需品学校  

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊需品学校隊員食堂に設置されている油分離槽の清掃作業役務について規

定する。 

1.2 用語及び定義 

この仕様書で使用する用語の定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。 

1.2.1 

契約担当官 

 油分離槽清掃作業役務に係わる契約を締結する者をいう。 

1.2.2 

検査官 

 契約担当官の任命を受けて，補助者として油分離槽清掃作業役務に係わる契約履行の適否の検査を 

行う者をいう。 

1.2.3 

官側   

 契約担当官及び検査官をいう。 

1.2.4 

契約の相手方 

 油分離槽清掃作業役務を請け負う者をいう。 

1.2.5 

清掃責任者 

 油分離槽清掃についての専門的知識及び技能を有した経験者とし，清掃に関する監督を実施する者

をいう。 

1.3 引用文書  

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成 

すものであり，入札又は見積書の提出時における最新版とする。 

 

a) 仕様書 

  ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

b) 法令等 

水質汚濁防止法（昭和４５年１２月２５日法律第１３８号） 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年１２月２５日法律第１３７号）（以下，“法”と

いう。） 
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2 役務に関する要求 

2.1 一般的要求事項 

契約の相手方は，法に基づき，産業廃棄物（汚泥）の収集及び運搬を行うものとする。 

2.2 油水処理の実施要領 

a) 契約の相手方は，“水質汚濁防止法”及び“廃棄物の処理及び清掃に関する法律”により規定さ

れている処理方法に基づいて，実施するものとする。 

b) 契約の相手方は，清掃実施時に清掃責任者を定めるものとし，清掃に関する監督を実施するもの 

とする。また清掃責任者は，油分離槽清掃についての専門的知識及び技能を修得した者とする。 

c) 清掃場所については，図 1 によるものとする。 

2.3 油分離槽の清掃 

a) 産業廃棄物（汚泥）の年間発生予定数量は，６，５００ｋｇを基準とする。 

b) 油分離槽の清掃は，１１月及び３月を除く年間１０回を基準とし，実施するものとする。 

2.4 排水管の清掃 

a)  排水管の清掃は，３月を除く年間４回（各期末に１回）を基準とし，油分離槽に接続する排水管

の清掃をあわせて実施するものとする。  

b) 配水管の清掃に使用する水については, 契約の相手方が準備するものとする。 

3 検査 

検査は，契約担当官等が定める検査実施要領によるほか，以下の項目については検査官の立会いの

もと，目視により点検を受けるものとする。 

3.1 清掃前，バキュームタンクが空であること。 

3.2 清掃後に発生した，産業廃棄物（汚泥）の現物の持ち出し数量及び産業廃棄物管理票（マニュ

フェスト）に記載の最終処分数量が合致していること。 

 

4 その他の指示 

4.1 提出書類 

契約の相手方が，官側に提出する書類は，表 1 による。 

表 1－提出書類 

提出書類名 提出回数 提出先及び提出時期 部数 

産業廃棄物管理票 

（マニュフェストＥ票）の写し 

2.3 実施

の都度 
最終処分終了後，速やかに検査官へ提出 １部 

役務完了届 
2.4 実施

の都度 
当月分を翌月５日までに検査官へ提出 １部 

産業廃棄物収集運搬業許可証（写し） 年度１回 契約時，契約担当官へ提出 １部 

4.2 事前連絡 

契約の相手方は，官側の厨房等の使用に支障をきたすことのないように清掃を実施するものとし、

清掃実施内容により厨房等の利用の制限が必要な場合及び交通障害及び天候等の理由により収集時間

が大幅に遅れる場合は，契約担当官及び検査官に対し，事前に連絡すること。 

4.3 仕様書に関する疑義  

契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は,契約担当官と協議するものとする。 


